
案３ 
 

建築基準法（以下「法」という。）第７０条第１項の規定に基づき提出されました次の建

築協定書について、法第７３条第１項の規定により当該建築協定を認可しましたので、同

条第２項の規定に基づき公告します。 

その建築協定書は、法第７３条第３項の規定に基づき、京都市都市計画局建築指導部建

築指導課において一般の縦覧に供します。 

令和４年８月１日 

京都市長 門川 大作   

１ 建築協定の名称 

  京都市上京区西柳町地区建築協定 

２ 申請者の氏名  

  楠田 進 

３ 建築協定区域 

京都市上京区五辻通七本松西入二丁目西柳町５６９番１から５６９番３まで、５７１

番、５７２番、５７２番１、５７４番、５７４番１、５７４番４、５７４番５、５７８

番１から５７８番６まで、５８４番、５８４番４から５８４番６まで、５８６番１、５

８７番１、５８８番１、５８９番１、５８９番２、５９０番１、５９０番３から５９０

番６まで、５９０番８から５９０番１４まで、５９５番、５９６番、同区御前通今出川

上る鳥居前町６６４番３、６６４番５８、６６４番５９、６６４番６１、６６４番６２、

６６４番６４から６６４番６８まで、６６４番７０、６６４番７２、６６４番７３、同

区今出川通七本松西入真盛町６９７番、６９８番１、６９８番２、同区今出川通御前通

東入社家長屋町６７１番１、６７１番２、６７２番１から６７２番３、６７２番５、６

７２番６、６７３番、６７３番２から６７３番６番、６８５番、６８７番、６８７番２ 

４ 建築協定区域隣接地 

京都市上京区五辻通七本松西入二丁目西柳町５６８、５７９番、５８０番、５８１番

１、５８１番２、５８３番、５８４番３、５８６番２、５８７番、５８８番２、５９０

番２、５９０番７、５９７番、同区同区御前通今出川上る鳥居前町６６０番３、６６０

番４、６６４番６０、６６４番６３、６６４番７１、６６４番７４、同区今出川通七本

松西入真盛町６９５番１、６９５番２、６９６番、６９７番１、６９７番２、６９８番、

同区今出川通御前通東入社家長屋町６７２番４、６７３番１、６８６番 

 



 

５ 建築協定の事項 

  建築物の用途、形態 

６ 協定の期間 

  １０年間（有効期間の満了６箇月前までに、土地所有者等から委員会に対して、書面

をもって有効期間を延長しない旨の申し立てがなされない場合、有効期間を更に１０年

間延長することができるものとする。） 

７ 認可年月日及び番号 

  令和４年８月１日付け第１３-００２号 

８ 縦覧期間 

  京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分から

午後５時３０分まで(ただし、正午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


